
議案第20号

三朝町簡易水道等給水条例の設定について

次のとおり三朝町簡易水道等給水条例を設定することについて､地方自治法

(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により､本議会の議決を求める｡

平成9年3月1 0日

三　朝　町　長　　　安　　田　　真　一　郎

平　成Sil=3月2用履葦可決

三朝町議会議長西村武津具

三朝町条例第　　号

三朝町簡易水道等給水条例

第1章　総則

(目的)

第1条　この条例は､地方自治法(昭和22年法律第67号)第　244条の2第1項及

び水道法(昭和32年法律第177号)第14条第1項の規定に基づき､三朝町簡易

水道事業等の設置､管理､給水についての料金及び給水装置工事の費用負担､

その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めること

を目的とする｡

(設置及び給水区域)

第2条　生活用水その他の浄水を町民に供給するため､三朝町に簡易水道事業及

び飲料水供給事業を置く｡

2　簡易水道事業及び飲料水供給事業の用に供する施設及び給水区域は､別表第

1のとおりとする｡

(給水装置の定義)

第3条　この条例において｢給水装置｣とは､需要者に浄水を供給するため三朝

町が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用



具をいう｡

(給水装置の種類)

第4条　給水装置は､次の3種類とする｡

(1)専用給水装置　　1世帯(戸)又は1箇所で専用するもの

(2)営農用水栓　　不特定の者が営農等に共同で使用するもの

(3)消　　火　　栓　　消火の用に供するもの

第2章　給水装置の工事及び費用

(給水装置の申込)

第5条　給水装置の新設､改造又は撤去(以下｢給水装置の新設等｣という｡ )

をしようとする者は､町長の定めるところにより､あらかじめ町長に申し込み､

その承認を受けなければならない｡

(新設等の費用負担)

第6条　給水装置の新設等に要する費用は､当該給水装置の新設等をする者の負

担とする｡ただし､町長が特に必要があると認めたものについては､町におい

てその費用を負担することができる｡

2　給水装置を新設し､又は臨時的に設置しようとする者は､前項に規定する費

用のほかに別表第2に定める工事負担金を前条の規定による申込と同時に町に

納付しなければならない｡

(工事の施行)

第7条　給水装置の新設等の設計及び工事は､町長又は町長が指定した者(以下

｢指定工事業者｣という｡ )が施行する｡

2　前項の規定により､給水装置の新設等の設計及び工事を指定工事業者が行う

場合は､あらかじめ町長の設計審査を受け､承認を得て施行しけなければなら

ない｡ただし､宅内の漏水及び給水用具故障に伴う修繕､器具の交換等軽微な

ものの設計及び工事については､この限りではない｡

3　指定工事業者に関する事項については､町長が別に定める｡

(工事費の算出方法)

第8条　町長が施行する給水装置の新設等の工事費は､次の合計額とする｡

(1)材料費

(2)運搬費



(3)労務費

(4)道路復旧費

(5)間接経費

2　前項各号に定めるもののほか､特別の費用を必要とするときは､その費用を

工事費として加算する｡

3　前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は､町長が別に定める｡

(工事費の予納)

第9条　町長に給水装置の新設等の工事を申し込む者は､設計によって算出した

工事費の概算額を予納しなければならない｡ただし､町長がその必要がないと

認めた者の工事については､この限りでない｡

2　前項の工事費の概算額は､工事竣工後に精算する｡

(給水装置の所有権)

第10条　給水装置の所有権は､第6条第2項の申込者の所有とする｡ただし､配

水管から量水器の直近バルブ(止水栓を含む｡ )までの装置は特別の場合を除

くほか､町長に帰属する｡

(給水装置の所有権の移転)

第11条　給水装置の所有権を移転しようとする者は､町長の承認を受けなければ

ならない｡

2　所有権を移転しようとする者は､その移転しようとする給水装置に関する給

水使用料､工事費及び滞納金を完納するまで所有権を移転することができない｡

(工事費の未納の場合の措置)

第12条　町長が施行した給水装置の新設等の工事費を､工事申込者が指定期限内

に納付しないときは､町長はその給水装置を撤収することができる0

2　前項の規定により､町長が給水装置を撤収する場合における必要経費は､申

込者の負担とする｡

3　給水装置の新設等の工事申込者は､撤収した資材の見積額を未納金に充当し

て､なお､未納金があるときは､町長にその不足額を支払わなければならない｡

(給水装置の変更等の工事)

第13条　町長は､配水管の移転その他特別の理由によって､給水装置に変更を加

える工事を必要とするときは､当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工



事を施行することができる｡この場合においては､給水装置の新設等の工事費

は､町の負担とする｡

第3章　給水

(給水の原則)

第14条　町長は､非常災害､天災､水道施設の損傷又は公益上その他やむを得な

い事情及び法令又はこの条例による場合のほか､給水を制限し､又は停止して

はならない｡

2　前項の規定により､給水を制限し､又は停止しようとするときは､町長は､

その日時及び区域を定めて､その都度これを予告しなければならない｡ただし､

緊急やむを得ない場合は､この限りでない｡

3　前2項の規定による給水の制限又は停止により損害を生ずることがあっても､

町長はその責を負わない｡

(給水の申込み)

第15条　給水の申込みをしようとする者は､町長の定めるところにより､あらか

じめ町長に申込み､その承認を受けなければならない｡

(給水装置の所有者の代理人)

第16条　給水装置の所有者が､町内に居住しないとき､又は町長が必要と認めた

ときは､給水装置の所有者は､この条例に定める事項を処理させるため､町内

に居住する代理人を置かなければならない｡

(代表者の選定)

第17条　次の各号の1に該当する者は､水道の使用に関する事項を処理させるた

め代表者を選定し､町長に届け出なければならない｡

(1)給水装置を共有する者

(2)給水装置を供用する者

(3)その他町長が必要と認めた者

2　町長は､前項の規定による代表者を不適当と認めたときは､これを変更させ

ることができる｡

(水道メーターの設置)

第18条　給水量は､町長の定める水道メーター(以下｢メーター｣という｡ )に

より計量する｡ただし､町長がその必要がないと認めたときは､この限りでな



い｡

2　メーターは給水管に設置し､その位置は､町長が定める｡

(メーターの貸与)

第19条　メーターは､町長が設置し､給水装置の所有者又は使用者若しくは代表

者(以下｢水道使用者等｣という｡ )が保管しなければならない｡

2　前項の規定により､メーターを保管する者は､最善の注意をもってメーター

を管理しなければならない｡

3　メーターを保管する者が､前項の規定による管理義務を怠ったため､メータ

ーを亡失し､又は棄損した場合は､その損害を弁償しなければならない｡

(水道の使用中止､変更等の届出)

第20条　水道使用者等は､次の各号の1に該当するときは､あらかじめ町長に届

け出なければならない｡

(1)水道の使用をやめたとき｡

(2)消防演習に消火栓を使用するとき｡

2　水道使用者等は､次の各号の1に該当するときは､速やかに町長に届け出な

ければならない｡

(1)水道使用者等の住所又は氏名に変更があったとき｡

(2)給水装置の所有者に変更があったとき｡

(3)火災に水道を使用したとき｡

(消火栓の使用)

第21条　消火栓は､火災又は消防演習のほか､使用してはならない0

2　消火栓を消防演習に使用するときは､町長が指定する職員の立会いを要する｡

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条　水道使用者等は､水が汚染し､又は漏水しないよう給水装置を管理し､

異常があるときは､直ちに町長に届け出なければならない｡

2　前項において修繕を必要とするときの費用は､水道使用者等の負担とする｡

ただし､町長が必要と認めたときは､これを徴収しないことができる｡

3　第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は､水道使用者等の負担とする｡

(給水装置及び水質の検査)

第23条　町長は､給水装置又は供給する水の水質について､水道使用者等から請



求があったときは､検査を行いその結果を請求者に通知する｡

2　前項の検査において､特別の費用を要したときは､その実費を請求者から徴

収する｡

第4章　料金

(料金の支払義務)

第24条　水道料金(以下｢料金｣という｡ )は､水道使用者等から徴収する｡

(料金)

第25条　料金は､第18条第1項ただし書の規定を除くほか､すべて口径別料金と

し､別表第3に定める基本料金と超過料金との合計額に100分の105を乗じて

得た金額とする｡この場合において､ 1円未満の端数があるときは､その端数

金額を切り捨てるものとする｡

2　料金は､毎月徴収する｡

(料金の算定)

第26条　料金は､毎月25日から月末まで(以下｢定例日｣という.)にメーター

を点検し算定する｡ただし､やむを得ない理由があるときは､定例日以外の日

に点検を行うことができる｡

(使用水量の認定)

第27条　町長は､次の各号の1に該当するときは､使用水量を認定する｡

(1)メーターに異常があったときo

(2)使用水量が不明のとき｡

2　前項の規定による認定の基準は､前3か月の使用水量及び前年同期の使用水

量その他の事情を考慮して認定するものとする｡

(特別の場合における料金の算定)

第28条　月の途中において水道の使用を開始し､又は使用をやめたときの料金の

算定方法は､次のとおりとする｡

(1)該当月の1日から15日までの間に使用をやめたときは､基本料金の2分の

1の額とし､使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは､その超えた水

量に対する超過料金の額を合せて算定する｡

(2)該当月の16日から末日までの問にやめたときは､ 1か月分として算定する｡

(3)該当月の1日から15日までの間に使用を開始したときは､ 1か月分として

～



算定する｡

(4)該当月の16日から月末までの間に使用を開始したときは､基本料金の2分

の1の額とし､使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは､その超えた

水量に対する超過料金の額を合せて算定する｡

(料金の徴収方法)

第29条　料金は､納入通知書により毎月徴収する｡ただし､水道使用者等が希望

するときは､ 2か月以上まとめて基本料金のみ徴収することができる｡

(手数料)

第30条　第7条第2項に規定する設計審査を受けようとする指定工事業者は､手

数料として1件につき150円を町に納付しなければならない｡

(料金､手数料の軽減又は免除)

第31条　町長は､公益上その他特別の理由があると認めるときは､この条例によ

って納付しなければならない料金､手数料その他の費用を軽減し､又は免除す

ることができる｡

第5章　管理

(給水装置の検査)

第32条　町長は､水道の管理上必要があると認めたときは､給水装置を検査し､

水道使用者等に対し､適当な措置を指示することができる｡

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条　町長は､給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第366

号)第4条に定める基準に適合していないときは､給水を拒むことができる｡

(給水の停止)

第34条　町長は､次の各号の1に該当するときは､水道使用者等に対し､その理

由を継続する間､給水を停止することができる｡

ll)水道使用者等が第6条第2項の規定による工事負担金､第8条の規定によ

る工事費､第22条第2項の規定による修繕料又は第25条の規定による料金を

指定の期間内に納入しないとき｡

(2)水道使用者等が正当な理由がなくて､第26条の規定による使用水量の点検

及び第32条の規定による検査を拒み､又は妨げたとき｡

(3)給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合におい



て警告を発しても､なお､これを改めないとき｡

(4)使用中の給水装置の構造及び材質が水道法施行令第4条に定める基準に適

合しなくなったとき｡

(給水装置の切離し)

第35条　町長は､次の各号の1に該当する場合で､水道管理上必要があると認め

たときは､給水装置を切り離すことができる｡

(1)給水装置の所有者が90日以上所在不明で､給水装置の使用者がないとき｡

(2)給水装置が､使用中止の状態にあり､かつ､将来使用の見込みがないと認

めたとき｡

(過料)

第36条　町長は､次の各号の1に該当する者に対し1万円以下の過料を科するこ

とができる｡

(1)第5条の規定による承認を受けないで､給水装置の新設等をした者

(2)第22条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者

(3)第25条の規定による料金又は第30条の規定による手数料の徴収を免れよう

として偽りその他不正行為をした者

(4)正当な理由なくして第26条の規定による使用水量の点検､第32条の規定に

よる検査又は第34条の規定による給水の停止を拒み､又は妨げた者

第6章　補則

(委任)

第37条　この条例の施行に関し必要な事項は､町長が別に定める｡

附　則

(施行期日)

1　この条例は､平成9年4月1日から施行する｡

(三朝町簡易水道等使用条例の廃止)

2　三朝町簡易水道等使用条例(昭和32年三朝町条例第10号｡以下｢廃止前の条

例｣という｡ )は､廃止する｡

(経過措置等)

3　この条例の施行の際現に廃止前の条例の規定に基づき給水が開始されている



者については､この条例の規定に基づく必要な手続が完了した者とみなす｡

4　前項の規定にかかわらず､この条例の施行前に廃止前の条例の規定に基づき

開始された必要な手続は､当該条項に相当するこの条例の条項に対応する手続

とみなして､この条例を適用する｡

5　前2項に規定するもののはか､この条例の施行に関し必要な事項は､別に定

める｡

6　第25条第1項の規定は､平成9年4月分としての算定に係る料金から通用し､

同月分前の分としての算定に係る使用料金は､なお従前の例による0

､○



別表第1 (第2条関係)

施設名 从ｹ�Xｾh司kﾂ�

神倉簡易水道 ������$�ｸ/��*ﾖ��

東小鹿簡易水道 �8ﾈ抦��H訷6ﾘﾋH/��*ﾖ��

湯谷簡易水道 �9)$｢�

牧簡易水道 佝��

曹源寺簡易水道 ��(ﾋ倬ｲ�

穴鴨簡易水道 佇ｨｩｲ�

加谷簡易水道 ��$｢�

木地山簡易水道 冦�&韃"�

下西谷簡易水道 �ｩ�ﾉ$ｪH�9�ﾉ$｢�

下谷簡易水道 �ｩ$｢�

下畑簡易水道 �ｩJ��

中津簡易水道 �(i,2�

田代簡易水道 �69�2�

助谷簡易水道 傚Y$｢�

久原簡易水道 亶hﾋB�

高橋簡易水道 俘(ｻJH皐訷6ﾘﾋHｮ)gｺH鯖7�,ﾈ自YB�

西中鹿簡易水道 ��ﾉ(h�旭)gｸ/��*ﾒ��

坂本簡易水道 俥)gｲ�

小河内簡易水道 傅ﾈ憖>��

第賀飲料水供給施設 ��ｸ椶�

福田飲料水供給施設 兀�62�

吉尾飲料水供給施設 亳yOb�

大柿飲料水供給施設 ��Xｦ��

大谷飲料水供給施設 ��Y$｢�

井土飲料水供給施設 �I7��

鉛山飲料水供給施設 �H�"�

俵原飲料水供給施設 儷XﾋB�

三徳山飲料水供給施設 倅�;�"�

三軒屋飲料水供給施設 倅�ﾈ壺�

福本飲料水供給施設 兀�ｲ�

恩地飲料水供給施設 �i&��

実光飲料水供給施設 們�ﾏR�

合谷飲料水供給施設 俘y$｢�

柿谷飲料水供給施設 丿�$ｪI�驟�62�

吉原飲料水供給施設 亳xﾋJI�ﾂ�

赤松飲料水供給施設 ��H鈐�

福山飲料水供給施設 兀�"�

恩鳥飲料水供給施設 �i+��



別表第2 (第6条関係)

工　　事　　負　　担　　金　　表

口径 ��i�ﾒ�臨時施設 佰ｸﾆ�¥���

(ミリトトル) 宙冷��(円) 

13 鼎�ﾃ����10,000 ��i�ﾘ,h,ﾈﾛxｧ｢�

20 塔�ﾃ����20,000 ���

25 ��3�ﾃ����32,500 ��ﾈ�ﾂ�

30 ����ﾃ����45,000 ��ﾈ�ﾂ�

40 �3��ﾃ����75,000 ��ﾈ�ﾂ�

50 鼎��ﾃ����120,000 ��ﾈ�ﾂ�

別表第3 (第2　5条関係)

給　　水　　料　　金　　表

口径 舒馮ｹ�Y|｢�基本料金 �+H暹{���

(ミリ)-トル) 忠zy_ｸ6x6x8ｲ��(円) ��zy_ｸ6y�ﾈ,�,(*ｲ�竰�

13 ����500 都R�

20 �#��1,250 塔R�

25 �#R�2,400 塔R�

30 �3��3,250 塔R�

40 鼎��4,550 塔R�

50 鉄��7,500 塔R�

営農用水栓については､給水料金は徴収しないo 

a:;


